
明示
項目 明　示　事　項

適用の
有無

１．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工
　　時期、全体工期等に影響がある場合は、影響を受ける部
　　分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又は完了の
　　時期

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、
　　制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある
　　場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立
　　見込み時期

４．関係機関、自治体、施設管理者等との協議の結果、特定
　　の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、
　　影響を受ける部分及び内容

５．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査
　　を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又は、地
　　下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期
　　間

６．設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数
　　等

８．その他

１．施工のための仮用地等として施工者に、県有地等を使用
　　させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、仕様条件、
　　復旧方法等

２．その他

１．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止
　　）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定
　　が必要な場合は、その内容

２．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地
　　下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起
　　因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査
　　の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調
　　査方法、範囲等

３．その他

１．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事に
　　おいて施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その
　　内容

３．落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合
　　は、その内容

４．交通誘導員の配置を指定する場合は、配置場所、配置者
　　数、編成等

５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必
　　要な場合は、その内容

６．その他

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、内容欄にその旨を明記すること。

　工事車両による搬出入の際は、歩行者及び車両等の安全
を確保すること。

　使用する機器設備類は、低振動、低騒音型のものとする。
　学校運営中は騒音、振動が発生しない施工に限る。
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７．週休２日工事の対象

内　　容

　学校運営中の施工となるため、学校運営に支障がない範囲
でのは協議による。
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明示
項目 明　示　事　項

適用の
有無 内　　容

１．一般道路を搬入、搬出路として使用する場合

　(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等
　　に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等

　(2) 搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である
　　場合は、その処置内容

２．仮道路を設置する場合は、その仕様と設置期間及び工事
　　終了後の処置

３．その他

１．仮土留、仮橋、足場等の仮設を他の工事に引渡す場合及
　 び引き継いで使用する場合は、その内容、引渡期間、条件
　 等

２．仮設の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、
　　その構造、工法及びその施工範囲

３．仮設の設計条件を指定する場合は、その内容

４．その他

１．建設発生土が発生する場合は、その受入場所及び仮置き
　　場所までの距離等及び処分又は保管条件

２．建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場
　　合は、その内容

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処
　　理方法、処理場所等の処理条件
　　なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場
　　合は、その受入場所、距離等の処分条件

　関係法令に従い、適切に処理すること。

４．その他

１．地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で
　　工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位
　　置、移設時期、工事方法、防護等

２．地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工
　　する場合は、その工事内容、期間等

３．その他

１．排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指
　　定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定さ
　　れる排水量、水質基準及び放流費用

２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間

３．その他

１．薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、
　　範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等

２．周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容

３．その他

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、内容欄にその旨を明記すること。
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※　建設発生土の受入場所、仮置き場所及び再生資源化等施設等については、積算上の条件明示であり、場所等を指定するものではない。
　　 なお、監督職員が承諾した場合は、発注者の提示と異なる場所等にすることができるが、設計変更の対象とはしない。
     ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。
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明示
項目

適用の
有無

・

・詳細については、以下のホームページ「現場代理人の
兼務に関する取扱い」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010476/1038434.
html

・

・詳細については、以下のホームページ「監理技術者の
兼務に関する取扱い」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010476/1038354.
html

《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ情報＞県営
建設工事入札＞県営建設工事入札新着情報＞監理技術
者の兼務に関する取扱い

・

・

日間

日目

・

・

・

・

・

・

・

・ 詳細については、以下のホームページを参考とすること。
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本工事は、現場代理人の兼務に関する取扱い（令和３
年３月８日付け出総第341号。以下「兼務に関する取扱
い」という。）に基づき、２件の工事で現場代理人を
兼務できる対象であり、工事請負契約書別記第10条第
３項に基づき現場代理人について工事現場における常
駐を要しないものとする。

５．「遠隔地からの資材調達に要する輸送費」の有無

６．「余裕期間の設定」の有無

《岩手県トップページ⇒ 県土づくり⇒ 建設業⇒ 建設技術関連⇒  設計・積算・入札⇒  技術関連等⇒  【建築工事関係】「余裕
期間」の設定について 》

１．監督職員の立会のうえ施工すべき工種がある場合は、そ
　　の工種及び立会時期

明　示　事　項

２．検査員の中間技術検査を受ける工種がある場合は、その
　　工種及び工事段階

内　　容

別添「東日本大震災に伴う特例措置内容」による

検
査
及
び
立
会

本工事は、監理技術者の兼務に関する取扱い（令和３
年３月５日付け出総第337号）に基づき、２件の工事で
監理技術者を兼務できる対象である。

３．検査員の指定部分検査を受ける工種がある場合は、その
　　工種及び工事段階

《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ情報＞県営
建設工事入札＞県営建設工事入札新着情報＞現場代理
人の兼務に関する取扱い

工事実績情報サービス(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜
日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。

※いずれも工期の始期日を含めて数えた日数とする。

４．「労働者確保に要する共通費の実績変更」の有無

工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するも
のとする。

１．「現場代理人の兼務の適用」の有無　　

工事開始日：契約書に定める工期の始期日から

余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うこ
とができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責によ
り行うものとする。

３．「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」の有
　　無

２．「監理技術者の兼務の適用」の有無

工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更
することができるものとする。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010910.html

―

―

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事である。

本工事の余裕期間及び実工期の始期日(工事開始日)は以下のとおりとする。

工事請負契約書別記第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

工事請負契約書別記第16条第２項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行
うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

余裕期間：契約書に定める工期の始期日から

工事請負契約書別記第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期
日までを対象とするものとする。
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明示
項目

適用の
有無

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、内容欄にその旨を明記すること。
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明　示　事　項 内　　容

そ
 

の
 

他

１．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内
　　での再使用の有無、引き渡し場所等

２．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品
　　質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等

３．関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内
　　容等

７．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時
　　期

８．その他

４．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件

５．工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容

６．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容
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